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• 作業記録の書き換えが可能であり、実際に書き換えていた事
業所があった。

• 圧入力値が規定値を逸脱した場合、事業所の管理的立場にい
る者からの再圧入の指示を避けるため、書き換えていた。

• 車輪内面間距離を管理していることから、圧入力値の上限を
超えても問題ないとの認識のもと、上限を超えて計測された数
値を上限値に書き換えていた。

• こうした認識や作業記録を書き換える運用は、職場内で口頭
で漫然と踏襲されていた。

• 輪軸組立作業に関し、体系
的、計画的に教育を実施す
ること

• コンプライアンスに関し、体
系的、計画的に教育を実施
すること

確認された事実

ＪＲ貨物への特別保安監査結果と対応

• 輪軸組立作業に関し、規程
類を社内で体系的に整備す
ること

• 規程類を適切に管理できる
体制に改善すること

• 作業記録の書き換えが容
易に行われない仕組みを
確立すること

• 作業記録の重要性を周知
するとともに、圧入作業に
関する作業記録の管理体
制を改善すること

• 内部監査等の仕組みを検
証し、不適切な取扱が見過
ごされない体制を整備する
こと

改善命令事項

• 鉄道事業者としての輸
送の安全の確保に必
要な規程類の整備が
不十分

• 体系的、計画的な教育
訓練体制が未整備

• 作業員の規程等の遵守
に関する意識が欠如

• 作業員及び管理者の作
業と輸送の安全との関
係に関する知識が欠如

• 作業記録の書き換えが容
易に行われる仕組み

• 組織として不適切な作業
に気づくことができない

課題

○規程類の整備

○作業記録の書き換えの防止

○適切な教育の実施

• 圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した場合の
取扱等についての規程類がなく、職場内で口頭で引き継がれて
いる事業所があった。

• 規程類がある事業所のものは、本社が関与した体系的なもの
ではなく、それぞれの事業所等が独自に定めていた。

• 圧入力値の下限を下回ると問題であるが、上限を上回っても問
題はないと認識していた。

• 輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われていな
かった。

• 規定等を逸脱して使用した場合の安全上の問題について正しく
理解していなかった。

• 事業所の管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る
判断に必要な確認を行っていなかった。

• 事業所の管理的立場にいる者は、輪軸組立作業に関わったこ
とは無く、規程類に違反する作業や作業記録の書き換えに気
づかなかった。

• 圧入作業の内容は、職場内で口頭で漫然と踏襲されていた、
又は、規程類に規定されている車輪の圧入力値を逸脱して輪
軸を使用していた。

• 規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、長く職場
内で口頭で漫然と踏襲されていた。

• 工程、コスト、手間を惜しむ観点から、規程に定められた再圧入
等の作業を怠った。
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メトロ車両（東京メトロ）への特別保安監査結果と対応

指示事項課題確認された事実

○適切な教育の実施

• 体系的、計画的な教育訓練
体制が未整備（メトロ車両）

• 作業員の規程等の遵守に
関する意識が欠如（メトロ車
両）

• 作業員及び管理者の作業と
輸送の安全との関係に関す
る知識が欠如（メトロ車両）

• 作業記録の書き換えが容易に行
われない仕組みを確立すること。
（メトロ車両）

• 検査記録の重要性を周知すると
ともに、圧入作業に関する検査
記録の管理体制を改善すること。
（メトロ車両）

• 圧入作業の品質管理に関する
チェック体制を見直すこと（メトロ
車両）

• ＜受委託関係＞委託先における
内部監査等の仕組みを検証し、
不適切な取扱いが見過ごされな
い体制を整備すること。（東京メト
ロ）

• 作業記録の書き換えが容易
に行われる仕組み（メトロ車
両）

• ＜受委託関係＞委託者の確
認の不足（委託者として受託
者の不適切な作業に気づく
ことができなかった） （東京メ
トロ）

• 輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われ
ていなかった。（メトロ車両）

• 規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用することが、長
く職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 （メトロ車両）

• 圧入力値の基準範囲を超過しても問題はないと認識し
ていた。（メトロ車両）

• 作業記録の書き換えが可能であり、実際に書き換えて
いた事業所があった。 （メトロ車両）

• こうした作業記録の書き換えを行う運用は、職場内で
口頭で漫然と踏襲されていた。 （メトロ車両）

• ＜受委託関係＞委託者との契約に圧入力値に関して
規定された数値を逸脱した場合の取扱い等についての
規定があったにも関わらず、規程類にそれらが反映さ
れておらず、輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制
となっていなかった。（メトロ車両）

• 管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否に係る判
断に必要な確認を行っていなかった。 （メトロ車両）

○規程類の整備

• ＜受委託関係＞委託者から指
示された事項を適切に規程類に
反映すること。（メトロ車両）

• ＜受委託関係＞委託者との
契約書上の取り決めが規程
類に反映されていない（メト
ロ車両）

• 圧入作業に関する基準値の重
要性を周知し、圧入作業に関す
る規程類に基づいた教育を実
施すること。 （メトロ車両）

• コンプライアンス教育を計画的
に実施すること。 （メトロ車両）

※文章末尾に（メトロ車両）、あるいは（東京メトロ）と記載のある事項は記載された社にのみ当てはまる事項

○作業記録の書き換えの防止
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京王重機（京王電鉄）への特別保安監査結果と対応

指示事項課題確認された事実

○規程類の整備

○適切な教育の実施

• 体系的、計画的な教育訓練
体制が未整備（京王重機）

• 作業員の規程等の遵守に
関する意識が欠如（京王重
機）

• 作業員及び管理者の作業と
輸送の安全との関係に関す
る知識が欠如（京王重機）

• 圧入作業に関する基準値の重
要性を周知し、圧入作業に関す
る規程類に基づいた教育を実
施すること（京王重機）

• コンプライアンス教育を計画的
に実施すること（京王重機）

• 作業記録の書き換えが容易に
行われない仕組みを確立するこ
と（京王重機）

• 作業記録の重要性を周知する
とともに、圧入作業に関する作
業記録の管理体制を改善する
こと（京王重機）

• 圧入作業の品質管理に関する
チェック体制を見直すこと（京王
重機）

• ＜受委託関係＞委託先におけ
る内部監査等の仕組みを検証
し、不適切な取扱いが見過ごさ
れない体制を整備すること（京
王電鉄）

• 作業記録の書き換えが容易に
行われる仕組み（京王重機）

• ＜受委託関係＞委託者の確認
の不足（委託者として受託者の
不適切な作業に気づくことがで
きなかった） （京王電鉄）

• 規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用することが、長
く職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 （京王重機）

• 規定等の上限値を超え、かじり傷により輪軸を廃棄する
ことによる委託者への納期遅れを避けるため、下限値を
狙って圧入作業を行っていた。 （京王重機）

• 作業記録の書き換えが可能であり、実際に書き換えて
いた事業所があった。 （京王重機）

• 組み立てた輪軸は圧入時の波形が良ければ問題ない
との認識のもと、検査表に範囲が記載されているため
範囲内に収めておきたいという動機により作業記録を
書き換えていた。 （京王重機）

• こうした認識や作業記録の書き換えを行う運用は、職
場内で口頭で漫然と踏襲されていた。 （京王重機）

• ＜受委託関係＞委託者との契約に圧入力値に関して規
定された数値を逸脱した場合の取扱い等についての規
定があったにも関わらず、規程類にそれらが反映されて
おらず、輪軸の圧入作業が適切に実施できる体制と
なっていなかった。（京王重機）

• ＜受委託関係＞管理的立場にいる者が、輪軸の使用
の可否に係る判断に必要な確認を行っていなかった
（安全管理規程に基づく受託者への業務の検査を行っ
ていなかった）。 （京王電鉄）

• ＜受委託関係＞委託者との
契約書上の取り決めが規程
類に反映されていない（京
王重機）

• ＜受委託関係＞委託者から指
示された事項を適切に規程類に
反映すること（京王重機）

○作業記録の書き換えの防止

※文章末尾に（京王重機）、あるいは（京王電鉄）と記載のある事項は記載された社にのみ当てはまる事項 ３

• 輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われ
ていなかった。 （京王重機）

• 工程、手間を惜しむ観点から、再圧入等の規定に基づ
く作業を怠った。（京王重機）



総合車両製作所（東急電鉄）への特別保安監査結果と対応

指示事項課題確認された事実

○規程類の整備

○適切な教育の実施

• 圧入作業に関する社内規程類を
整備すること

• 委託者から指示された事項を適
切に規程類に反映すること

• 体系的、計画的な教育訓練
体制が未整備（総合車両製
作所）

• 作業員の規程等の遵守に
関する意識が欠如（総合車
両製作所）

• 作業員及び管理者の作業と
輸送の安全との関係に関す
る知識が欠如（総合車両製
作所）

• 圧入作業に関する基準値の重
要性を周知し、圧入作業に関す
る規程類に基づいた教育を実
施すること（総合車両製作所）

• コンプライアンス教育を計画的
に実施すること（総合車両製作
所）

• 作業記録の書き換えが容易に
行われない仕組みを確立するこ
と（総合車両製作所）

• 検査記録の重要性を周知する
とともに、圧入作業に関する検
査記録の管理体制を改善する
こと（総合車両製作所）

• 圧入作業の品質管理に関する
チェック体制を見直すこと（総合
車両製作所）

• 委託先における内部監査等の
仕組みを検証し、不適切な取扱
いが見過ごされない体制を整備
すること（東急電鉄）

• 作業記録の書き換えが容易に
行われる仕組み（総合車両製
作所）

• 発注者の管理意識が希薄（東
急電鉄）

• 品質管理等のチェック機能が
働いていない

• 輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われ
ていなかった。（総合車両製作所）

• 規定等から逸脱した輪軸をそのまま使用する運用が、
長く職場内で口頭で漫然と踏襲されていた。（総合車両
製作所）

• 圧入力値の基準範囲を超過しても問題はないと認識し
ていた。（総合車両製作所）

• 作業記録の書き換えが可能であり、実際に書き換えて
いた事業所があった。（総合車両製作所）

• 作業記録の書き換えは、職場内で口頭で漫然と踏襲さ
れていた。（総合車両製作所）

• ＜受委託関係＞安全管理規程類（業務の受委託に関
する事項）に規定せず、業務を委託していた（東急電
鉄）

• 圧入力値に関する規定や、規定された数値を逸脱した
場合の取扱等についての規程類がなく、事業者から図
面を入手して圧入力値を確認したり、図面がない場合
は自ら圧入力値を算出したりしていた。（総合車両製作
所）

• 契約に基づく作業内容を把握していなかった。（圧入力
値の規定値外れがあった場合の取扱い） （総合車両製
作所）

• ＜受委託関係＞委託者との
契約書上の取り決めが規程
類に反映されていない

○作業記録の書き換えの防止

※文章末尾に（総合車両製作所）、あるいは（東急電鉄）と記載のある事項は記載された社にのみ当てはまる事項

• ＜受委託関係＞管理的立場にいる者が、輪軸の使用
の可否に係る判断に必要な確認を行っていなかった 。
（東急電鉄）
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ＪＲ東日本（東京総合車両センター）への特別保安監査結果と対応

対応状況課題確認された事実

2017年に不正が判明し、現時点ではすでに是正されているため、当時の事実を記載している。

○適切な教育の実施• 規程類はあるが現場には浸
透していない

• 検査記録の重要性について
認識不足

• 作業員の圧入力値に関する
教育不足

• 規程類の遵守について徹底を
図った。

• 圧入力作業の手順書を整備し
周知・徹底を図った。

• 輪軸組立作業の知識に関する教育が体系的に行われ
ていなかった。

• 下限値割れの判断は、職場内で口頭で漫然と踏襲さ
れていた。

• 輪軸圧入に関する社内規程類は整備されていた。

• 紙媒体の記録の廃止（書き換え
防止）

• 検査記録デジタル管理化（圧入
力チャートをiPadで撮影し検査
記録として保存）

• 管理者によるチェック体制の形
骸化

• 作業記録の書き換えが可能であり、実際に書き換えて
いた事業所があった。

• 事業所の管理的立場にいる者が、輪軸の使用の可否
に係る判断に必要な確認を行っていなかった（作業記
録をよく確認したらに書き換えに気がつく可能性はあっ
た） 。

○作業記録の書き換えの防止
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